
就労移行支援  参考資料2  

【利用者像】   

′‾ヽ ＿＿血匹台や■当   し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が  65歳未満の  

（丑企業等への就労を希望する者   

②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者  
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（具体的な利用者のイメージ）  

・養護学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい  
就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい  

・施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい  

【サービス内容等】  

就職後の職場  
邑み合わせ（最  

錮阻こ合った職場探  
訪問等施設外のサービス  

漫筆へ聖経行に向けL．事業虚由や企真に＆仕るご  

適所によるサービスを原則としつつ‡、個別支援計画に基づ  180日）   

体制加算）  

（想定される移行先）  

利用者毎に、裾卿定  

一般就労へ移行した後、継続して6か月以上職場定着している者が定員の2割以上の場合  空
知
識
由
力
の
向
上
）
 
 

（サービス内容）  （職員配置）  

※ 通所によるサービスを提供、通所が困難な者に対し施設入所を付加。   

【報酬単価】 769単位（利用定員40人以下）※1単位10円   



就労移行支援事業の基準  
t一般就労等を希望する65歳未満の者に対し、就職活動全般に対する支援を実施する事業です。  

主に就職に向けた知識・能力の向上のための訓練・実習、求職活動、就職後の職場定着に対する支援などを行います。  
（障害者自立支援法第5条第14項）  

■■事業を始めるために■■  この事業を始めるためには、次の基準を満たすことが必要です。  

1必要な職員を配置すること   
○ 管理者1名   

○ サービス管理責任者  

利用定員60人まで1人。以降利用定員40人毎に1人追加   

○ 職業指導員・生活支援員  
各1名以上で、かつ利用定員6人につき1人以上   

○ 就労支援員 利用定員15人につき1人以上  

2 必要な設備を用意すること   

○ 訓練・作業室  

訓練・作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具を備えることが必要です。   

○ 相談室  

プライバシーを守るための配慮が必要です。   

○ 洗面所・トイレ  

利用者の特性に対応した配慮が必要です。   

3 利用（予定）者を確保すること   
○ 就労移行支援事業は、20人以上の利用者が必要です。  

複数の事業を実施する「多機能型」で就労移行支援事業を行う場合は、6人以  
上の利用者が必要です。  
距離が遠いこと等の理由で通所が困難な利用者には、施設入所サービスの提  

供も可能です（社会福祉法人のみ）。  

例：耐脚注旦配置   
管理者、サービス管理責任者 各1名  
職業指導員 3人、生活支援員 2人（30人÷6人＝5人…各1人以上で合計5人）  
就労支援員2人（30人÷15人＝2人）  合計9人  

※ 職員の職務について  

・サービス管理責任者   

個別支援計画の作成・見直し、サービス内容の評価を行います。一定の実務経験や   

研修を受講した者を配置する必要があります。   

・職業指導員   

訓練に関する技術的指導や、訓練メニューの作成、職場実習先の開拓などを行いま   
す。   

・生活支援員  
職業生活において必要なこと（金銭管理、服薬管理、1日の生活リズムの構築など）   

に関する指導を行います。   

・就労支援員   

職場実習の受入先企業の開拓、地域における就労支援ネットワークの構築、求職  

4 地域の機関と連携すること   
○ 求職活動を効果的に進めるため、地域のハローワークや  

障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、養  
護学校などとの連携が必要です。   

5 報酬について   

○ 利用者1人1日の利用につき769単位（1単位10円）   

○ 就職の実績に応じ、報酬が加算されます  

就労移行支援体制加算 26単位  
就職後6か月以上職場定着した人数が、利用定員の2割以上の場合   



就労移行支援と労働権箕の連携  
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 就労移行支援事業  
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○基礎体力向上  

○集中力、持続   

力等の習得  

○適性や課題の   

把握  

等  

○職業習慣の確立  

○マナー、挨拶、身なり等の習得  －‥ 、．  養童学校   卒業生   、      J  
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l  

l O施設外授産；○求職活動  
l  

O職場見学・；○職場開拓                         l  

就職後の  

継続支援  ○就労移行支援体制加算  

（就労移行支援事業所）  

実習  
l  0トライアル雇用 等  

適所前期  

（基礎訓練期）  職場定着期  

【不適応時】  
○専門的支援  

（職業評価）  

○職業紹介  

○求職活動支援  

○求人開拓  
［コ  ⊂］  

○専門的支援  

（ジョブコーチ支援等）  

【地域障害者職業センター】  
【地域障害者職業センター】  【ハローワーク】  

○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金  

○特定求職者雇用開発助成金   
○試行雇用（トライアル雇用）事業  

○障害者委託訓練  

○職場適応訓練（短期）  

【企 業】  



就労移行支援事業における就労面の支援（例）  

ア 職業相談   

支援対象者及び家族又は事業主などからの就労全般に関する相談に応じる。  

イ 就職準備支援   
利用者の適性・力量を把握し、就労意欲や職業能力を高めるなど、就職に向けた支援を行う。  

り 職場開拓   
公共職業安定所への同行や独自の職場開拓などにより、利用者の求職活動を支援する。  

エ 職場実習支援   

職場実習に際して、通勤援助、実習先での職務分析及び実務援助のほか、事業主等に利用者に   

対する理解を求め、職場環境の調整を行うなどの支援を行う。  

オ 職場定着支援   
就職時の労働契約の締結に当たっての支援をはじめ、利用者が安心して働き続けられるよう、   

一定期間、職場内で様々な支援を行うほか、職場でのトラブルを未然に予防し、解決するために、   
定期的に又は随時、訪問して、利用者、家族及び事業主等に対し必要な助言や調整などを行う。  

力 離職時の調整及び離職後の支援   
離職時の事業主との調整及び諸手続のほか、離職後の生活設計などの相談に応じて、利用者の   
状況や希望に沿った支援を行う。   



就労移行支援事業の流れ  
この事業では、サービス管理責任者が「個別支援計画」を作成  
しますが、その作成にあたっては、  
①適所初期に実施したアセスメント結果を元に、目標に対   

する課題に応じた計画をたて、本人の同意を得る  
②支援期間を定め、本人とともに計画をたてる  
③課題の分析を本人とともに行い、本人が自己評価でき   

る機会を設ける  

④計画に対する進捗状況を定期的に把握し、必要に応じ   
て計画の見直しをし、常に最適なサービスを提供する  

といった点に留意が必要です。  

通所前～中期における具体  

的な支援内容は、社会人とし  
てのマナーを習得するなど  
職業習慣を確立させること、  
勤務時間中作業を継続でき  
るだけの体力や集中力を身  
に付けること、「働くこと」の  
理解を深めること、対人関係  
を築くなどが考えられます。  

通所中～後期にかけては、仕事を理解してもらうために  
①労働法等の説明（雇用契約によって守られること）  

②地域の労働市場の紹介  
③多様な働き方の紹介（社員区分、労働時間帯など）  
④具体的な求職活動の方法（ハローワークの使い方、   

面接の仕方、履歴書の書き方）  
⑤求人票のチェックポイント（採用条件の確認）  

⑥就労にあたり活用できる社会資源や制度の紹介  
⑦離職時に活用できる社会資源の紹介  

などの情報提供も必要です。  

就職後の定着支援は、  
（か余暇活動支援   

②健康管理  
③職場でのトラブル解決  

など主に職業生活への円滑な移行支援  
が中心になりますが、利用者が車云職や離  
職を考えている場合などにも対応するこ  
とが必要です。  
なお、就職後職場定着が一定期間継続  
した場合は、障害者就業・生活支援セン  
ターなどの地域の支援機関に引き継ぐこ  
とも重要です。また、不適応が生じている  
場合はジョブコーチ支援等につなぐことも  
重要です。  

就労移行支援事業の利用対象者は 具体的には 
、   

①養護学校を卒業したが、就   
労に必要な体力や準備が不  
足しているため、これらを身   
につけたい   

②就労していたが、体力や職   
場の適性などの理由で離職   
した。再度、訓練を受けて、   
適性に合った職場で働きた  
い  

③施設を退所し、就労したいが、   
体力や就職に必要な能力等が   
不足しているため、これらを身   
につけたい  

などが考えられます。  
日頃から養護学校やハローワーク  
等と連携し、直ちには一般就労が難  
しい者の把握に努めることが必要で  
す。  
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就労移行支援事業  
【障害者就業せ活支援センター等】  

0個別支援計画  

0基礎体力向上  

○集中力、持続   
力等の習得  

○適性や課題の   
把握  

等  

○生活習慣・職業習憎の確立  †
■
■
■
■
■
＿
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○マナー、挨拶、身なり、コミュニケー  
ション能力等の管得  

等  

離職等により、  
再度事業を利  
用することも可  
能です。手り用  
定員の枠以外  
に離職者の再  
入所枠として  
5％まで受入  

可能です。  

l  

O施設外授産；○求職活動  就職後の  
継続支援  】  

lO職場開拓 等 l  
l  

1  

l  

○就労移行支援体制加算  
（就労移行支援事業所）   ○職場見学・   

実習  

○職業紹介  
○求職活動支援  
○求人開拓  
○トライアル雇用  
○専門的な随業馴   
績の斡旋  

○専門的支援  
（職業評価）  

○専門的支援  
（ジョブコーチ支媒等）  

暫定支給決定期間も含め、通所初期においては  
利用者が就労移行する（能力向上）にあたり、事  
前に仕事への適性および能力（潜在能力を含  

む）を把握し、課題や効果的な支援方法を検討  
することが必要になりますが、就労移行支援  
チェックリストなどを積極的に活用し、事前に仕  
事への適性及び能力（潜在的能力を含む）を把  

握しましょう。更に就労移行のためにより専門的  
な評価や支援が必要とされた場合には、地域障  
害者職業センターにおける職業評価のサービス  
を利用しましょう。  

＼ローワーク】  

通所中期における具体的な支援は、施設外での訓練や職場見学・実習が中  
心になりますが、主に次の点に留意が必要です。  
①個別支援計画における実習の目的と目標を明確にする  
②利用者のニーズに合った実習職場および職務内容を選択する  
③実習中も、その成長過程や目標達成に向けての課題などを把握し   

記録する（日報）  

④必要に応じて職務内容や実習期間の変更などを行う  
⑤利用者に、職場実習の結果を説明し、もし自己評価とのギャップがあ   

る場合には、同意してもらえるまで充分に説明する  
⑥実習の結果をもとに、最も適切なサービスを利用できるよう、利用者   
同意のうえで、必要に応じて他事業に移行する  

通所後期～就職にかけての支援は  

①就職の可能性について、個別支援計画に基づく最終的   
な判断   

②通所中期から継続する職場実習等に対する支援   
③求職活動に対する支援   
④利用者の希望や適性にあった求人の開拓  

といった、より就職に具体的な支援となります。  
必ず地域のハローワークに求職の申込を行い、ハローワー  
ク等の担当職員と適切な連携を取りながらこれらの支援を実  
施してください。施設単独で実施するより効果的に支援がで  
きます。   



就労移行支援事業における職業生活の支援（例）  

ア 日常生活の支援   
出勤準備、通勤、就業、休憩、食事など、利用者の日常生活のリズムの調整を図るとともに、   
利用者の健康管理や金銭管理等に関して相談1助言を行う。  

イ 安心して職業生活を続けられるための支援   
就職前及び就職後の利用者の不安や悩みを解消するためのカウンセリング、家族や職場の   
同僚との対人関係に関わる相談・調整のほか、単身生活を希望する者に対して、住まいの   

確保、年金等の申請、福祉サービス等の利用援助などの具体的な支援を行う。  

ウ 豊かな社会生活を築くための支援   
利用者の就業後の時間帯や休日等の過ごし方や金銭の使い方への助言を行うとともに、   

買い物、娯楽、趣味、スポーツ・文化、旅行、地域交流など多様な活動への利用者の参加を   
支援するほか、本人活動などの育成・支援を図る。  

エ 将来設計や本人の自己決定支援   

利用者が働きながら独立自活を目指したり、結婚、出産、育児などの将来設計を行う場合に   
相談に応じ、具体的な選択肢とともに、選択に当たり本人がなすべき準備や選択した結果に   

対する責任の取り方などについて説明した上で、利用者の自己選択・自己決定を支援する。   



就労移行支援事業における支援の流れ  I 

l  

ミ☆施設事業説明  

：☆就労支援事業説明  

；☆面接記録  
りむ理的な信頼関係の構築  

・就労支援事業の目的、内容、範囲の説明  
オリエンテーション  STEPl  

し＝」－－－－  

・職業興味や価値観の明確化  

・キャリア（経験）とスキルの棚卸  

・職業能力の確認  

：☆キャリアシート l  

：☆職業アセスメント  
■ － － ■－■■ － － ■ ■ ■ ■ － －■ ■ ■ 一 一．．■■ ■■ ＿＿ ＿＿ ■ ■ ＿ ＿ ■● ＿ 一＿ ＿．＿．，＿＿＿  

1  

：☆労働法等の説明 I  

f☆職業探索システム  
：☆職業ハンドブックOHBY  

STEP2  

・職業や労働市場に関する情幸馴文集、提供  STEP3  

；☆JOBJOB WORLD  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿－＿▼■＿＿＿▼J  

l  

；☆企業見学会             I  

l  l  

：☆会社四季報 l  

：☆ホームページ検索   

：☆求人票確認   

；☆個別支援計画作成  
l－■－■■●■■－一一【＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿－＿＿  

STEP4  ・職場見学、実習制度の紹介と実施  

就労の目標設定（時期、業種、職種等）  
短、中、長期個別支援計画の作成  
必要な職業訓練等に関する情報収集  

STEP5   

：☆個別支援計画の活用 】  

；☆支援内容の検証と見直し  
■－ － － － 一 一－ ●▼ － － － － ■－ － 一 － ■－ － －－ － － － ■■ － － ■ ■ ●■ － ■ 一 ■ ■ ■ ■  

STEP6  

「、【▲」  

☆職務試行法等実習制度  
‾‾‾ 

l  

l  ・職場実習により就職先を仮決定  

・トライアル雇用により就職先を最終決定  

STEP7  
就職先決定  l  

l  

l  l  l  

＿＿＿＿－＿＿＿＿！   

：☆ジョブコーチ制度 」  

レ雇用制度  ；☆トライアノ  

・採用条件の最終確認  STEP8  

STEP9  



就労継続支援A型  
【利用者像】  

潤舌動に優  

時65歳未満の者1  
の向上を函ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者（劉  
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； ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった音   
なかった者  
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（具体的な利用者のイメージ）  

・養護学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している  
・一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい  
・施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している  

【サービス内容等】  

脚鯛  

用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を控  

が高まった者について  

○一定の割合で障害者以処の青空雇用．が可能上報酬の対象外）じjO人長  
0 利用定員10人力、ら事業の実施が可能  

○ 障害者雇用納付金制度lこ基づく報奨金等の受給が可能   

の5割、80人以下同4割、31人以上同3宙  

（職員配置）  （サービス内容）   （
知
識
・
能
力
の
向
 
 

（想定される移行先）   

【報酬単価】481単位（利用定員40人以下）※1単位1。円  



就労継続支援B型  
【利用者像】   

ノ■、   」＿Jlヽヽ′：コ：■■∠■－  

したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会  
・通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者  
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；①就労経験がある看であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者  
； ②就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、本事業の利用が適当と判断された者  

①、②に該当しない看であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者  
①、②、③に該当しない看であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく  
一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者（平成20年度末までの経過措置）  
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（具体的な利用者のイメージ）   

・就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった   
・一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい   
・施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難  

【サービス内容等】   

○働 おいて、就労の機会   

○ エ賃の支払い日積水準を設定う  

を提供（雇用契約は結I姉 削こ 
とと畑報酬上評価  

事業者情報として幅広く公表  票工賃、工賃実績は  

（
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上
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（サービス内容）  （職員配置）   

（想定される移行先）  

就労継続支  援事業  

【報酬単価】 481単位（利用定員40人以下）※1単位10円  



就労継続支援事業の基準  
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対し、働く場（機会）を提供する事業です。  
原則雇用契約に基づき働く事業（就労継続支援A型）と、雇用契約を締結せずに働く事業（就労継続支援B型）があります。  
（障害者自立支援法第5条第15項）  

■■事業を始めるために■■  この事業を始めるためには、次の基準を満たすことが必要です。  

3 利用（予定）者を確保すること  

○ 就労継続支援は、その形態により、  

①A型事業は、雇用契約を締結する利用者10人以  

②B型事業は、雇用契約を締結しない利用者20人以上  
の利用者が必要です。  

複数の事業を実施する「多機能型」で就労継続支援事業を行う場合は、  
10人以上の利用者が必要です。  

○ 就労継続支援A型の利用者に関する特例  
A型事業については、一定の範囲で、次の方の雇用や利用が  

できます。  
①直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には  

雇用関係へ移行することが期待できる方について、  
雇用契約による利用者の半数未満かつ9人未満の範  

囲で利用ができます。  
②雇用契約による利用者の人数に応じ、作業員として障害者  
以外の方の雇用ができます。  

利用定員20人以下．．．定員の5割以下、21人～30人…同4割以下、31人以上．．．同  
3割以下  

○ 就労継続支援B型の利用者は、年齢や体力面で一般  
就労が困難になった方や、就労移行支援の利用結果により、  
本事業の利用が適切と判断された方などです。  

4 エ賃（賃金）の実績を、毎年度報告すること  
これらの内容は、事業者情報として公表されます。  

5 報酬について   

○ 利用者1人1日の利用につき481単位（1単位10円）  
この他、エ賃の状況や就職状況に応じ加算制度があります。   

1必要な職員を配置すること   
○ 管理者1名   

○ サービス管理責任者  
利用定員60人まで1人。以降利用定員40人毎に1人追加   

○ 職業指導員・生活支援貞  
各1名以上で、かつ利用定員10人につき1人以上  

例巨利用定点叩人墾鶏舎盟ヰ且配重  
曹理者、サービス管理責任者 各1名  

職業指導員 2人、生活支援員1人（30人÷10人＝3人．‥各1人以上で合計3人）合計5人  

※ 職員の職務について  

・サービス管理責任者   

個別支援計画の作成・見直し、サービス内容の評価を行います。一定の実務経験や研   

修を受講した者を配置する必要があります。   

・職業指導員  
訓練に関する技術的指導や、訓練メニューの作成、職場実習先の開拓などを行います。   

・生活支援員   

職業生活において必要なこと（金銭管理、服薬管理、1日の生活リズムの構築などに関   

する指導を行います。  

2 必要な設備を用意すること   

○ 訓練・作業室  

訓練・作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具を備えることが必要です。  

なお．屋外作業など、作業室が無くても支障がない場合は設けないことができ  
ます。   

○ 相談室  

プライバシーを守るための配慮が必要です。   

○ 洗面所・トイレ  

利用者の特性に対応した配慮が必要です。  




